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＜＜＜このセッションの進め方＞＞＞

１ セッション趣旨説明 【モデレーター】

◇セッションの目的・進行と、制度見直しの概略を説明する。

2 「貨物の輸出」に関する対応の観点について 【パネラー】

◇産業界における動向を参考情報として提供する。

3 「技術の提供」（みなし輸出）に関する観点について 【パネラー】

◇次のパターンの仮想事例を説明し、アカデミアにおける対応の観点の紹介・意見交換をする。
① 研究者の受入 （ ＝ 受入大学以外の所属を持つ者）
②-1 留学生の受入 （ ＝ 受入大学以外の所属を持つ者）
②-2 留学生の受入 （ ＝ 受入大学以外に所属を持たない者）

4 質疑応答 【登壇者全員】

◇フロアから質問・コメントを受け、登壇者と意見交換をする。

5 まとめ 【モデレーター】

※特に注釈が無い場合、次ページ以降の資料は、経産省貿易経済安全
保障局「補完的輸出規制の見直しについて 令和7年10月9日（木）
施行」（令和7年10月）による。
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/202504
09_catchallshiryou.pdf
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外為法に基づく安全保障輸出管理の手続の観点

国際的な教育研究活動において行おうとする、
法令上の「技術の提供」「貨物の輸出」に関して、

「許可申請が必要となるものかどうか？」

について、大学組織として確認する

規制見直しの概要
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Catch All

規制見直しの概要
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規制見直しの概要

見直しの
ポイント
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インフォーム要件:

経済産業大臣から
許可申請をすべき
旨の通知（イン
フォーム通知）を
受けている場合に、
許可申請が必要

規制見直しの概要

客観要件の
確認を追加

一般国：
特定品目の
場合
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規制見直しの概要
特定品目
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郵便局「Q. HSコードとは何ですか。必ず⼊⼒しなければいけませんか。」
https://www.post.japanpost.jp/intmypage/faq/047.html

税関 https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/bunrui_hs.htm

規制見直しの概要特定品目（HSコードとは？）

国際的な貿易で、
関税の税率を
調べるのに使う

分類コード
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(1)用途要件
(2)需要者要件

大学・研究機関が
行う研究は多様

規制見直しの概要

運用上、

客観要件の
確認

特定品目の
確認

どちらを
先に行う
パターンも
例示あり
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規制見直しの概要

アカデミアでは
先に客観要件を
確認するのが
効率的と
考えられる

＜一般国向け＞
用途・需要者に
懸念があるとき、
特定品目該当性
を確認して、
許可申請要否を
判断

↓
HSコードの判断で
立ち止まる件数を
減らせる

先に「用途」「需要者」の懸念を確認

「特定品目」の確認は後
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EFA2025パネル討論①「アカデミアにおける通常兵器キャッチオール規制見直しの対応」＜仮想事例＞

＜仮想事例１＞

区分 研究者の受入（受入大学以外に雇用され所属を持つ者）

いつ（どんなときに） 共同研究者の受入れ

誰が 本邦α大学の教授X（工学部電気工学科の教員）

誰を B国（一般国）β大学に在職する研究者Y

どこで／どのように
現職在職のまま、２か月間来日して共同研究を実施
・共同研究契約の締結を伴わず、B国からの研究費受入は無い
・研究者Yとはこれまで面識が無く、メールで共同研究のための来日を打診があった

どうして/何のために 研究成果の論文・学会発表

何を
気象レーダーの性能向上に関する共同研究を希望
（リスト規制非該当の研究内容）

＜仮想事例2＞

区分 研究者の受入（受入大学以外に雇用され所属を持つ者）

いつ（どんなときに） 共同研究者の受入れ

誰が 本邦α大学の教授X（工学部機械工学科の教員）

誰を
B国（一般国）β大学に在職する研究員Y

・β大学は外国ユーザーリスト掲載機関ではない

どこで／どのように
クロスアポイントメント協定に基づき、α大学が研究員Yと雇用契約を締結して、１年間受入れ

・受入期間中、研究員Yとβ大学との雇用関係は継続
・資金供与機関に外国人研究者招へい費用補助を申請予定

どうして/何のために 研究成果の論文・学会発表

何を
共同研究テーマ：　災害時の医療物資等運搬に使用する小型ドローンの飛行制御に関する研究
（リスト規制非該当の小型ドローン）

＜仮想事例3＞

区分 留学生の受入　（受入大学以外の所属を持つ場合）

いつ（どんなときに） 研究インターンシップ学生の受入手続

誰が 本邦α大学の教授X（工学部機械工学科の教員）

誰を
B国（一般国）β大学の大学院修士課程に在籍している学生Y
・B国は、一般国だが外国ユーザーリスト掲載機関が所在する国

どこで／どのように
大学間協定に基づく研究インターンシップ学生の受入
・α大学と学生Yとの間に雇用関係は発生しない
・受入期間：2.5か月

どうして/何のために 外国における研究インターンシップの実施は、β大学における学位取得の要件となっている。

何を
研究インターンシップの実施課題として、在籍課程での研究テーマ「ドローンの飛行制御に関する研究」を希望
（リスト規制非該当の小型ドローン）

＜仮想事例４＞

区分 留学生の受入　（受入大学以外に所属を持たない場合）

いつ（どんなときに） 大学院留学生入試の出願受付

誰が 本邦α大学の教授X（工学部電気工学科の教員）

誰を B国（一般国）のβ大学を卒業見込みの学生Y

どこで／どのように 大学院修士課程への入学出願

どうして/何のために α大学の博士課程進学を視野に入れた修士課程での学修

何を
希望研究テーマ：　小型人工衛星に搭載する画像処理カメラの開発
（リスト規制非該当のカメラ）

◆このセッションでは、輸出管理担当者のもとに以下の仮想事例の案件が持ち込まれた、という想定のもとで、パネラーから、通常兵器キャッチオール規制の
見直しの内容を踏まえて、「このようなときは、このような観点・手順での対応が考えられる」と提示した後、ディスカッションを行います。

※仮想事例は、すべてリスト規制非該当技術の提供であること、経産省のインフォーム通知を受けていないこと、を前提としています。
　また、実在の人物・団体・事件などには、いっさい関係ありません。


